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安心・安全な地域づくり柱1
■ 1 0 年 後 の 地 域 の す が た

「自分たちの地域は自分たちで守る」という
自助・共助の意識が定着し、地域全体で支え合
いのしくみが構築され、市民が協力して防犯活
動や交通安全対策、災害への備えを行っている。
その結果、犯罪や事故が少なくなり、災害に
対する不安も軽減され、市民が安心・安全に暮
らしている。

■ 市 役 所 の 使 命

地域の防犯・防災力を向上させるための意識啓
発、組織や人の育成、活動支援を行う。
また、交通事故を減らすため、戦略的・計画
的な交通安全施設※の整備を行う。

市民がいきいきと働き、地域が活力にあふれ、
市民は安心・安全、快適・便利に暮らしている。

I 生活環境、産業分野

【市民の役割】（抜粋）

●各家庭で、避難の際の非常持ち出し品や食料などの
準備をし、また防災についての話し合いなど災害へ
の備えを行う。【個人・家庭】

●市役所からの情報を正確に知り、警報等の発令時に
速やかに避難できるよう、平常時から備えておく。
【個人・家庭】

●自主防災会は、日ごろから地域における災害時危険
箇所の把握に努める。【自治会】

●犯罪発生の危険箇所を発見し、予防するとともに、
その情報を市役所に伝え、防犯対策を共に考える。
【個人・家庭】【自治会】

●交通事故危険箇所を発見し、予防するとともに、市
役所にその情報を伝える。【個人・家庭】【自治会】

【市役所の役割】（抜粋）

●災害に関する知識や情報を、多様な手段により提
供し、市民の防災意識を高める。

●正確な情報を収集し、警報などにより全市民意伝
達し、速やかに避難誘導ができる体制づくりをす
る。

●地域安全パトロール隊への支援を行い、永続的な
活動をサポートする。

●犯罪を減らすため、警察等の関係機関と連携を密
にする。

●交通事故危険箇所や交通マナーの周知を徹底し、
交通安全の意識啓発を行う。

■ 成 果 目 標 と 役 割 分 担
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消防・救急体制の充実（消防・救急）柱2
■ 1 0 年 後 の 地 域 の す が た

市民は、応急手当講習・防災訓練に積極的に
参加し、火災や地震などの災害発生時の備えが
十分に行われている。市役所は、広域的協力体
制による充実した消防・救急体制が整い、迅速
かつ的確な対応ができている。
その結果、救命率も向上し、また火災や地震
などの災害に対する不安が軽減され市民が安心
して暮らしている。

■ 市 役 所 の 使 命

救急・救助や火災などの災害に対し、被害を
最小限にとどめるため、迅速かつ的確に対応し、
消防・救急体制の充実強化や市民への防火意識
の啓発を行うことにより、市民の大切な生命・
財産を守る。

【市民の役割】（抜粋）

●災害発生時の、消防団（水防団）の地域における重
要性を理解し、団員確保に協力する。【自治会】

●市民は、救急車の利用方法を正しく理解し、節度を
もって利用する。【個人・家庭】

●住宅用火災警報器の設置など火災予防に取り組む。
【個人・家庭】【自治会】

●積極的に応急手当の技術を身につけ、急病人・けが
人が発生した時は、迅速に通報し、適切な応急手当
や保護を行う。【個人・家庭】

●火災発生時に迅速・的確に通報する。【個人・家庭】

●火災発生時には初期消火活動や救命・救護活動を行
い、地域でお互いに助け合う。【個人・家庭】

●火の取り扱いに十分注意し、消火器、水バケツなど
の初期消火器具を備え、取り扱いを熟知しておく。
【個人・家庭】

【市役所の役割】（抜粋）

●消防水利の整備、機器・器具の点検整備など、消
防・救急体制の充実強化を図る。

●消火・救急活動に備えて、高度な知識、技術を
もった隊員を育成し、配置する。

●医療機関や警察等の関係機関と連携を密にする。

●住宅用火災警報器設置について積極的に啓発を行
う。

●危険物取扱事業者に対して指導を徹底する。

●地域住民に対し、応急手当などの救急対応能力を
強化する啓発、支援を行う。

●薬剤投与、気道確保などができる救急救命士※を
育成し、救命率向上をめざす。

■ 成 果 目 標 と 役 割 分 担
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快適で便利な日常生活の確保（市民生活）柱3
■ 1 0 年 後 の 地 域 の す が た

市役所では、早くて便利な窓口サービスが提供
されている。市民は消費生活に関する講座・相
談などに積極的に参加することにより、日常生
活に役立つ知識を得ている。また、市民の足が
確保され、地域活動に参加しやすくなっている。
その結果、市民は快適で便利な日常生活を送っ
ている。

■ 市 役 所 の 使 命

専門的な知識を持った行政・法律相談員、消費
者団体などによる生活相談を充実させるととも
に、消費生活に関する問題や被害を防止するた
めの啓発活動を行う。
窓口サービスの効率化と顧客満足度の向上をめ
ざし、休日などでも利用できる窓口体制の整備、
外国語を話せる人材の配置などに取り組む。
いこまいCAR※の空白地域への運行拡大などに
より、公共交通システムの充実を図る。

【市民の役割】（抜粋）

●専門的な知識をもった行政・法律相談員、消費者団
体などに積極的に相談し、知識を習得する。【個
人・家庭】

●各種届出・申請の際には、本人確認ができる身分証
明書を持参する。【個人・家庭】

●積極的に公共交通機関を利用する。【個人・家庭】

【市役所の役割】（抜粋）

●地域情報センターの総合相談コーナーを活用して、
幅広い相談・苦情に対応する。

●戸籍事務を正確に記録し管理する。

●外国人登録を正確に記録し管理する。

●外国人登録の際には、受けられるサービスについ
ての案内をする。

●公共交通機関の存続のための意識啓発に努める。

●路線バス会社に対して、路線の新設・増発やコー
スの変更を要望する。

●市が推進しているコミュニティ・タクシー運行事
業の空白地域の解消に努める。

■ 成 果 目 標 と 役 割 分 担
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生活産業の活性化・雇用就労と商工農業の振興
（産業振興・雇用就労）

柱4
■ 1 0 年 後 の 地 域 の す が た

地域の産業が活性化し、雇用の場も確保され
て、市民が安定した生活を送っている。地域に
認定農業者※が増えて、耕作が積極的に行われ
ている。また、観光ルートが整備され、魅力あ
ふれる地域社会が形成されている。
その結果、生活産業※が地域で支えられ、経
済的に自立した、活力あふれる、住みやすいま
ちとなっている。

■ 市 役 所 の 使 命

地域全体が活力あるまちになるよう、産業の
振興、商工農業者への支援、コミュニティビジ
ネス※やベンチャー※の起業支援などを積極的に
推進する。
関係機関と連携を図り、就労場所の確保のた
めの情報提供の啓発などを推進する。また、観
光資源を活用したイベントを開催し、観光PRと
観光客の誘致を図る。

【市民の役割】（抜粋）

●コミュニティビジネス※による地域課題の解決を探
る。【個人・家庭】

●観光資源を大切にし、活用を促進する。【個人・家
庭】【市民団体】

【市役所の役割】（抜粋）

●コミュニティビジネス※の起業に対して、情報提供や
相談などの支援を積極的に行う。

●新しい地域資源の開発とネットワーク化を図り、関
係機関と連携しながら魅力ある観光地づくりを行う。

■ 成 果 目 標 と 役 割 分 担
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自然と調和した快適な生活環境の確保（環境保全）柱5
■ 1 0 年 後 の 地 域 の す が た

自然と調和した快適な生活環境をめざし、公害
苦情の少ないまちづくりが積極的に推進されて
いる。また、地球温暖化防止のため、クリーン
エネルギー※の導入が進み、市民の省エネ、省資
源への意識が向上し、環境保全がされている。
その結果、環境負荷の少ない生活環境が確保さ
れ、市民が安心して快適に暮らしている。

■ 市 役 所 の 使 命

環境負荷の少ない生活環境を確保するため、積
極的な啓発、パトロールを実施し、迅速かつ適
切な対応により問題解決に努める。また、市民・
NPO※・企業などと協働で、省エネ、省資源、自然
環境保全などの幅広い取り組みをいっそう進め、
市民の意識向上に向け啓発、活動支援を積極的
に行い、循環型社会※の構築を推進する。

【市民の役割】（抜粋）

●生活排水対策として水切ネットの利用、合併処理浄
化槽を設置するなど、水質浄化に努める。【個人・
家庭】

●クリーンエネルギー※の導入普及、省エネ、省資源
の徹底を図り、温室効果ガス※の削減に努める。【個
人・家庭】【企業】

●土地所有者は、害虫、枯草火災の要因につながる雑
草を除去し、土地の適正な管理に努める。【個人・
家庭】

●河川、水路、側溝の清掃活動に積極的に参加する。
【個人・家庭】【自治会】

●事業者は、排水浄化施設の整備を図り、定期的な水
質調査を実施し、水質汚濁の防止に努める。【企業】

【市役所の役割】（抜粋）

●二酸化炭素の排出量が把握でき、地球温暖化防止
に寄与する環境家計簿の活用の啓発を推進する。

●定期的なパトロールを実施し、迅速な対応と対策
を推進する。

●近隣市町との連絡を密にし、的確な公害行政に努
める。

●県などの関係機関との連携を図り、監視・指導に
努める。

■ 成 果 目 標 と 役 割 分 担
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ごみ減量と適切な処理の推進（ごみ減量・処理）柱6
■ 1 0 年 後 の 地 域 の す が た

循環型社会※形成の意識が定着し、ごみ減量
「57（コウナン）運動」※が市民・企業・市役所
の協働により、地域全体で取り組まれている。
その結果、市民1人当たりのごみ量が減少し、
快適で衛生的な生活環境のもとで、市民が安心
して暮らしている。

■ 市 役 所 の 使 命

地域のごみ減量を推進するための意識啓発、組
織や人の育成、活動支援を行い、適正な分別リ
サイクルを行う。また、ごみ焼却施設、し尿処
理施設及び火葬施設については、適正で効率的
な運営に努める。

【市民の役割】（抜粋）

●ごみ減量「57運動」※に協力して、ボランティア分別
指導員※養成講座に参加し、分別リサイクルの生活
習慣を身につけながらごみ減量を図る。【個人・家庭】

●事業者は、ごみ減量「57運動」※に協力して、ごみ
になりにくい商品を提供し、簡易包装・ノー包装、
ごみの分別リサイクルを推進するともに、ごみを出
さない事業活動に取り組む。【企業】

●市民・事業者などが一体となり、地域全体での環境
美化に取り組む。【個人・家庭】【自治会】【企業】

●ごみ、し尿等の適正な排出に心がけ、市役所の処理
事業に協力する。【個人・家庭】【企業】

【市役所の役割】（抜粋）

●市役所が率先して庁内のごみ減量についての意識
改革を図り、ごみ減量「57運動」※に取り組む。

●ごみ減量について市民への意識啓発、ボランティ
ア分別指導員※の養成講座を開催する。

●生ごみ処理機器購入者への補助、資源ごみ回収団
体への助成事業等を推進する。

●市民・事業者・市役所の協働によりごみ減量「57
運動」※を推進する。

●ごみの不法投棄防止対策として、パトロール、啓
発活動を行う。

●ごみ、し尿、火葬の処理施設での適正な処理、運
営を行う。

■ 成 果 目 標 と 役 割 分 担
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高齢者の住み慣れた地域での生活の確保（高齢者福祉）柱1
■ 1 0 年 後 の 地 域 の す が た

高齢者自らが健康を維持することに心がけ、
積極的に仕事やボランティア活動を行ってい
る。一方介護が必要な高齢者は、地域の施設や
自宅で、適切な介護サービスを受けている。
その結果、高齢者が住み慣れた地域で生きが
いを持って生活し、介護が必要になっても、安
心した生活ができている。

■ 市 役 所 の 使 命

介護予防の取り組みを高齢者ボランティアなど
と協働しながら推進する。また、高齢者がいき
いきとした生活を送ることができるように、高
齢者の仕事や活動の場所の確保などの支援をす
る。
介護が必要になったら、個々にあった適切な福
祉サービス・介護サービスを提供する。

地域全体で子育てや介護などを支援し、
市民が健康で自立した生活をし、安心していきいきと暮らしている。

健康、福祉分野

【市民の役割】（抜粋）

●地域包括支援センター※を活用して、積極的に介護
予防を行う。【個人・家庭】

●地域で高齢者に対し、見守り、声かけを行う。【個
人・家庭】【市民団体】【企業】

●高齢者が日ごろから社会参加や仕事を行い、健康で
いきいき生活ができるよう心がける。【個人・家庭】
【市民団体】【企業】

●ボランティア活動などに積極的に参加する。【個
人・家庭】【自治会】【市民団体】

●ボランティア団体、NPO※、企業などは退職高齢者
の持っている能力を活用して、活動を行う。【自治
会】【市民団体】【企業】

【市役所の役割】（抜粋）

●市民が積極的に介護予防に取り組めるような体制
づくりを各機関と連携しながら行う。

●地域包括支援センター※を支援し、利用の啓発を
する。

●介護認定の公正・公平な審査を行い、介護保険制
度の健全な運営に努める。

●各関係機関と連携して、介護予防を啓発する。

●高齢者の緊急時の安全を確保する。

●広報などを通じて、就労、社会参加の紹介を行う。

●高齢者に関するボランティア活動を積極的に支援
する。

●高齢者が生きがいをもって生活できるよう老人ク
ラブやシルバー人材センター※を支援する。

■ 成 果 目 標 と 役 割 分 担

II
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地域で安心して子育てできる環境づくり（子育て）柱2
■ 1 0 年 後 の 地 域 の す が た

子育てを支援するさまざまなサークルやボラン
ティア組織により、地域ぐるみで世代を超えた
交流が積極的に行われ、市民、事業者、関係機
関が共にパートナーシップをとり、役割分担し
て子育て支援が行われるようになっている。
その結果、子育て中の家庭がさまざまな保育サ
ービスを受け、子育ての悩みや不安が解消され、
安心して子どもを地域で産み育て、楽しく子育
てができている。

■ 市 役 所 の 使 命

地域のボランティア組織や人材の育成、ボラン
ティア活動への支援、安心して子どもを産み、地
域ぐるみでの子育て力を向上させる啓発活動や
民間活用を進め、各地域のニーズに合わせた計
画的な子育て施設の整備、保育サービス、療育
支援、育児支援を行い、子育てしやすい環境を
整える。

【市民の役割】（抜粋）

●地域住民が子育てのための活動に積極的に取り組
む。【個人・家庭】

●事業所は、就業に関する環境や条件の整備を積極的
に推進し、子育てにやさしい環境づくりに取り組
む。【企業】

●近所づきあいなどで、子育て相談や手助けなどお互
いに援助に努める。【個人・家庭】

●児童館が行う活動に積極的に参加・協力する。【個
人・家庭】【市民団体】

●障害児をもつ保護者は積極的に障害児の生活習慣の
自立を促す活動に参加する。【個人・家庭】

【市役所の役割】（抜粋）

●保護者の就労、病気時などの場合において、家庭
の保護者にかわってきめ細かな支援を行う。

●子育ての喜びや楽しみを持てるよう、子育て家庭
に育児支援を行う。

●一宮児童相談センター及び関係機関などと連絡を
密にして、虐待の早期発見、早期対応に努める。

●子どもの居場所となる、身近な遊び場の整備や維
持管理を充実する。

●一人ひとりの障害の程度、特性を把握した療育指
導※を行う。集団保育が必要な障害児のために、健
常児との統合保育により、成長発達の促進を支援
する。

■ 成 果 目 標 と 役 割 分 担
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障害者の生きがいと安心した生活の確保（障害者福祉）柱3
■ 1 0 年 後 の 地 域 の す が た

能力に応じた就労などを行い、必要な支援サー
ビスを受けて、障害者※が住み慣れた地域で生活
している。また、地域社会でのノーマライゼー
ション※の意識が定着し、障害者※が地域で活動
しやすいようなソフト・ハード両面におけるユ
ニバーサルデザイン・バリアフリー※化が進んで
いる。
その結果、障害者※の自立及び社会参加が進み、
地域で生きがいを持って安心して暮らしている。

■ 市 役 所 の 使 命

ノーマライゼーション※の意識を定着させるた
めの啓発を行う。公共施設のユニバーサルデザ
イン・バリアフリー※化を進める。障害者※の自
立及び社会参加に向けて支援する。

【市民の役割】（抜粋）

●市民一人ひとりが家庭や地域社会においてノーマラ
イゼーション※の意識を深める。【個人・家庭】

●各企業は障害者※雇用に対する理解を深める。【企
業】

●障害者※施設に係る情報を、地域社会、ボランティ
ア、施設及び企業などがネットワーク化し、共有す
る。【市民団体】【企業】

●就労継続支援※及び就労移行支援サービス※を提供
する施設は就労の場としても充実させる。【市民団
体】

●各施設は障害者※自立支援のための支援メニューの
充実を行い、専門的人材を確保する。【企業】

●利用者は各種障害福祉サービス※などを有効に利用
する。【個人・家庭】

【市役所の役割】（抜粋）

●障害者※の就労相談を充実する。

●企業に対して知的障害者※に係る職親委託制度※の
採用を勧める。

●障害者※施設に係る情報を提供する。

●公共施設のユニバーサルデザイン・バリアフリー※化
を進める。

●就労継続支援※及び就労移行支援サービス※を提供
する施設を就労の場として支援する。

●障害者※の自立や社会参加に向けての障害福祉サ
ービス※などを充実する。

●多様な相談ニーズに応えるため、障害者※相談を
充実する。

●難病患者※へは、難病の認定機関である県と連携
し支援する。

■ 成 果 目 標 と 役 割 分 担



19

健康な生活の確保（健康づくり）柱4
■ 1 0 年 後 の 地 域 の す が た

日ごろから正しい食生活や運動を心がけるとと
もに、生涯を通じて市民自らが健康づくりを行
っている。健康診査を定期的に受診し、疾病の
予防・早期発見に取り組むという意識が定着し、
各地域で健康づくりの教室などが行われている。
その結果、寝たきりや生活習慣病※になる人が
少なくなり、市民は長く健康を保持し安心して
暮らしている。

■ 市 役 所 の 使 命

地域の健康意識を向上させるための啓発、ボラ
ンティアの育成や活動支援を行う。また、身近
で運動などができるように地域・学校・職場が
一体となった健康づくりのための環境を整える。
感染症※を予防するために、予防接種の受診率
の向上を図る。
妊婦・乳幼児の健康保持のために、妊婦・乳幼
児健診の充実を図る。

【市民の役割】（抜粋）

●日ごろから正しい食生活や運動を心がける。【個
人・家庭】

●健康診査を積極的に受診する。【個人・家庭】

●企業等は、健康診断を実施し、各種健康講座を開催
するなど、社員の健康づくりを推進する。【企業】

●予防接種を受け健康を維持する。【個人・家庭】

●妊婦は健康診査を受け、疾病の早期発見、早期治療
に努める。【個人・家庭】

●気軽に相談できるかかりつけ医をもつ。【個人・家
庭】

【市役所の役割】（抜粋）

●正しい食生活を通じて、健康づくりを進めるため
の事業を実施する。

●疾病予防のためにがん検診などの健康診査を充実
する。

●予防接種が必要な市民に接種時期や必要性を知ら
せる。

●乳幼児の健康診査により疾病の早期発見や育児の
不安を解消する。

●夜間・休日診療を確保する。

■ 成 果 目 標 と 役 割 分 担
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保険年金制度の健全な運営（保険年金）柱5
■ 1 0 年 後 の 地 域 の す が た

市民自らの健康意識が定着し、保険年金制度が
健全に運営されている。
その結果、もしもの場合に最低限の生活が保障
されていることにより、生活の不安が軽減され、
安心して暮らしている。

■ 市 役 所 の 使 命

健康への自覚を促すため、医療保険の加入者に
対し、健康診査、保健指導を推進し、国民健康
保険制度の健全な運営に努める。また、国民年
金事務を円滑に進める。

【市民の役割】（抜粋）

●国民健康保険被保険者は、国民健康保険税を納付す
る。【個人・家庭】

●国民健康保険被保険者は、国民健康保険の資格取得
などの届出を行う。【個人・家庭】

●40歳以上の国民健康保険被保険者は、特定健康診査
及び特定保健指導を受診する。【個人・家庭】

●福祉医療受給者は、福祉医療の助成に関する届出を
行う。【個人・家庭】

●後期高齢者医療※被保険者は、後期高齢者医療※保険
料を納付する。【個人・家庭】

●後期高齢者医療※被保険者は、後期高齢者医療※の資
格取得などの届出を行う。【個人・家庭】

●国民年金の資格取得などの届出、免除などの申請、
給付に関する請求手続きなどを行う。【個人・家庭】

●国民年金の保険料を納付する。【個人・家庭】

【市役所の役割】（抜粋）

●国民健康保険を健全に運営し、被保険者に対し療
養の給付などを行う。

●40歳以上の国民健康保険被保険者に対し、特定健
康診査及び特定保健指導を行う。

●福祉医療の対象者に対し、医療費の助成を行う。

●後期高齢者医療※被保険者の資格取得届出の受付
等を行い、後期高齢者医療広域連合※と連絡調整
をする。

●医療保険の制度、届出、給付などに関する広報を
行う。

●医療制度改革の概要、方向性などについて広報を
行う。

●国民年金の届出、納付その他制度に関する広報を
行う。

●国民年金の資格取得などの届出、免除などの申請、
給付に関する請求書などを受理し、社会保険庁長
官に報告する。

●国民年金の業務や制度に関する相談を行う。

■ 成 果 目 標 と 役 割 分 担
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地域での生活支援の充実と地域で支え合う体制の確保
（生活支援・福祉活動）

柱6
■ 1 0 年 後 の 地 域 の す が た

生活困窮者などに対する自立への支援が行われ
ている。また、福祉関係のボランティア団体、
NPO※、コミュニティビジネス※を行う企業及び
市役所の間でネットワーク化が進み、機能的に
協働するシステムが整備され、子育てや介護な
どに対する支援が地域全体で効果的になされて
いる。
その結果、生活困窮者、子育て中の市民や高齢
者などの誰もが地域で安心して暮らしている。

■ 市 役 所 の 使 命

生活困窮者などの自立を支援する。また、地域
全体で課題を解決できるしくみをつくる。福祉
活動を支援し、活動の担い手となる人材を育成
していく。

【市民の役割】（抜粋）

●不意の災害や災難などに備え、貯蓄などをしてお
く。【個人・家庭】

●自治会、自主防災会などの自治組織に参加し共助活
動をする。【個人・家庭】

●地域の福祉活動に積極的に参加する。【個人・家庭】

●社会福祉団体の参加者は目的意識を持ち自立力を高
める。【個人・家庭】

●ボランティア団体、NPO※などの社会福祉団体がリ
ーダーなど専門的人材を育成する。【市民団体】

●ボランティア団体、NPO※などの社会福祉団体が活
動内容をPRする。【市民団体】

●地域福祉活動に積極的に参加する。【個人・家庭】

●学習等供用施設を積極的に利用する。【個人・家庭】
【市民団体】

【市役所の役割】（抜粋）

●貸付・見舞金など経済的支援や就労相談など生活
の安定に向けて支援制度を整備する。

●生活保護の認定事務を保護基準により適切に実施
する。

●生活保護世帯における自立に向けての支援を公共
職業安定所など関係機関との連携により行う。

●社会福祉関係団体の活動を支援する。

●社会福祉関係団体間のネットワーク化を支援する。

●民生委員※活動がより効果的な活動になるよう支
援する。

●学習等供用施設の効率的及び効果的な運営をする。

■ 成 果 目 標 と 役 割 分 担
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秩序と賑わいのある快適なまちづくり（市街地整備）柱1
■ 1 0 年 後 の 地 域 の す が た

既存のまちづくり団体の活動が活性化し、ま
ちづくり活動を積極的に推進する中心的団体が
組織され、市役所との協働による自立した多様
なまちづくり活動が盛んに行われている。
その結果、秩序ある都市計画の推進がなされ、
市民が快適な生活を送っている。また、やる気
と元気のある中心市街地が再生され、多くの市
民が集い、賑わっている。

■ 市 役 所 の 使 命

秩序ある都市空間を創出するため、市民と共有
できるビジョンや方策を都市計画マスタープラ
ン※などに定め、実現性の高い都市計画を推進す
る。また、空洞化、衰退が著しい中心市街地を
活性化するための施策を推進する。

都市生活基盤が整備され、全ての市民が快適で安心・安全な生活をしている。

都市生活基盤分野

【市民の役割】（抜粋）

●都市計画について理解を深める。【個人・家庭】

●快適な景観を守るため違反広告をしない。【企業】

●朝夕の交通混雑緩和のため自転車、バスや公共交通
機関などを積極的に利用する。【個人・家庭】

●駅前広場やその周辺に不法駐車をしない。【個人・
家庭】

●駅周辺整備、活性化のあり方について、市役所と協
力し合う。【個人・家庭】【自治会】【市民団体】【企
業】

【市役所の役割】（抜粋）

●都市計画のしくみや制度について市民にわかりや
すく説明し、理解を得る。

●定めた都市計画に沿った適切な規制・指導を行う。

●朝夕の交通混雑を緩和するため駅前広場やその周
辺道路の改善を図る。

●まちづくりについての情報公開やPR、住民活動支
援のための啓発活動を実施する。

●中心市街地の活性化に取り組めるような体制づく
りを各機関と連携しながら行う。

■ 成 果 目 標 と 役 割 分 担

III
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人にやさしいみちづくり（道路）柱2
■ 1 0 年 後 の 地 域 の す が た

交通量の多い生活道路を中心に、人にやさしい
道路や歩道が適切に整備・管理されている。
その結果、道路をスムーズに、安全に通行する
ことができ、市内で便利に安心して活動したり
生活したりできている。

■ 市 役 所 の 使 命

計画的・効率的な整備を行い、安全で安心でき
る道路づくりに努める。また、道路を良好な環
境にするために、適切な道路の管理に努める。

【市民の役割】（抜粋）

●アダプト※制度による道路の管理を行い、愛着のも
てる道路とする。【個人・家庭】【自治会】

●道路にゴミのポイ捨て、不法投棄をしない。【個
人・家庭】【企業】

●道路の不法投棄を発見したら、市役所へ通報する。
【個人・家庭】【企業】

●身近な生活道路の危険箇所を発見し、市役所に通報
する。【個人・家庭】【自治会】

●道路整備の必要性を認識し、迅速な道路整備に協力
する。【個人・家庭】

【市役所の役割】（抜粋）

●道路を最適な状態に財産管理し、市民が安全かつ
スムーズに通行できるようにする。

●道路アダプト※制度の推進のため、制度強化や広
報を積極的に行う。

●身近な生活道路に愛着がもてるよう、町内会など
の組織が道路の不法投棄等を通知するしくみを構
築する。

●交通渋滞緩和と安全な通行のため、主要市道※の
車道及び歩道（道路幅約9.0メートル以上）の改良
整備を進める。

●安全な歩道の確保に努める。

●生活道路や橋りょうの改修・補修などの維持管理
を計画的に推進する。

●町内会などの組織が道路の危険箇所を通知するし
くみを構築する。

●道路のパトロールを強化する。

■ 成 果 目 標 と 役 割 分 担
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花と緑あふれる公園づくり（公園緑地）柱3
■ 1 0 年 後 の 地 域 の す が た

公園緑地が整備され、地域を挙げて緑化に取り
組み、公園は、住民によって大切に管理がされ
ている。
その結果、公園でゆったりと余暇を過ごし、ゆ
とりとうるおいのある生活を送っている。

■ 市 役 所 の 使 命

「花いっぱい・元気いっぱいのまち江南」地域
再生計画※などに基づき、地域住民と協働による
緑化の推進と、緑あふれる公園づくりを進める
とともに適正な管理に努める。

【市民の役割】（抜粋）

●公園などの整備の必要性について理解を深め、協力
する。【個人・家庭】

●公園などの公共空間を快適に利用できるよう心がけ
る。【個人・家庭】

●江南花卉園芸公園などでの活動を通じて、緑化意識
を向上する。【市民団体】

●自然に触れ合うことにより、緑化意識の向上を図
る。【個人・家庭】

●グループでの緑化活動や自宅の緑化推進をする。
【個人・家庭】

●公園や緑地の維持管理に積極的に参加する。【市民
団体】【企業】

●公園施設の異常箇所などの情報を提供する。【個
人・家庭】

●公園を快適に利用できるよう心がける。【個人・家
庭】

【市役所の役割】（抜粋）

●公園のユニバーサルデザイン・バリアフリー※化
に努める。

●災害時には、公園などが「広域避難場所」や「避
難地」として指定されていることを住民にPRす
る。

●地域的にバランスのとれた公園整備に努め、市民
1人当たりの公園面積を増やす。

●国営公園の整備を進めるよう国に働きかける。

●緑化施設※整備や花いっぱい運動を推進する。

●花いっぱいコンクールや藤の花コンクールを実施
し、市民の緑化意識向上を図る。

●民間による大規模開発事業※の際には、より多く
の緑地を設けるよう指導する。

●地域住民の協力を得て、愛される施設となるよう
区長や町総代などと協議を進める。

●地域で公園を維持管理できる体制づくりや公園に
おけるボランティアなどの人材育成を進める。

■ 成 果 目 標 と 役 割 分 担
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公共下水道の普及促進（下水道）柱4
■ 1 0 年 後 の 地 域 の す が た

供用開始されている区域は、大部分が下水道に
接続されている。
その結果、供用開始区域内の側溝には、雨水の
みが流れ、市民は衛生的で快適な暮らしをして
いる。

■ 市 役 所 の 使 命

下水道への接続や受益者負担金※に対する理解
を深めてもらうための啓発活動を行う。積極的、
計画的に下水道整備の推進を図る。

【市民の役割】（抜粋）

●快適な生活環境のためには、下水道整備促進が大切
であることを理解する【個人・家庭】【企業】

●供用開始以後は、受益者負担金※、下水道使用料を
納付する。【個人・家庭】【企業】

●市民は、下水道の埋設工事に理解し、協力する。
【個人・家庭】【企業】

●下水道工事の説明会に積極的に参加する。【個人・
家庭】【企業】

●自然環境への効果など、下水道の役割、必要性の理
解を深める。【個人・家庭】【企業】

●下水道が整備されたら3年を目標に積極的に接続を
する。【個人・家庭】【企業】

●無りん洗剤を使用するなど、下水道への負担を軽減
する。【個人・家庭】【企業】

●流しにフィルターをつけるなど、少しでもきれいな
水を流すよう心がける。【個人・家庭】【企業】

【市役所の役割】（抜粋）

●下水道使用料、受益者負担金※などの啓発活動に
努める。

●下水道事業の健全で安定した経営に努める。

●市民の理解を得るため、工事説明会を開催する。

●下水道の必要性について啓発を行う。

●下水道工事期間の短縮に努めるなど、沿線住民へ
の配慮に努める。

■ 成 果 目 標 と 役 割 分 担
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浸水被害のないまちづくり（治水）柱5
■ 1 0 年 後 の 地 域 の す が た

青木川放水路事業や河川改修事業の施工、雨水
貯留浸透施設※の設置などの流域の総合治水対策
が進み、浸水被害が軽減されている。
その結果、災害に対する不安が解消され、市民
が安心・安全に暮らしている。

■ 市 役 所 の 使 命

青木川放水路事業の早期完成と河川改修を関係
機関と一体となって進める。大雨の時の河川へ
の負担を軽減するため、公共施設への雨水貯留
浸透施設※の設置と市民へ雨水浸透桝の普及を図
る。

【市民の役割】（抜粋）

●家庭の敷地内に雨水浸透桝を設置する。【個人・家
庭】

●河川、排水路の美化に努める。【個人・家庭】【企
業】

【市役所の役割】（抜粋）

●総合的な治水対策を推進し、浸水被害から市民の
生命財産を守る。

●関係機関と協力し、青木川放水路事業の早期完成
に努める。

●一定の開発行為者に対して、雨水貯留浸透施設※

を設置させる。

●環境に配慮した河川の整備・保全に努める。

■ 成 果 目 標 と 役 割 分 担
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安心・安全な住環境の確保（住環境）柱6
■ 1 0 年 後 の 地 域 の す が た

民間組織と市役所が連携を図り、効果的な開
発・建築指導がなされ、耐震への取り組みが進
められている。また、公共施設は、ユニバーサ
ルデザイン・バリアフリー※化され、有効に利用
されている。
その結果、住環境が整備され、市民は安心・安
全な生活環境のもとで暮らしている。

■ 市 役 所 の 使 命

安心・安全な住環境の構築のため、専門的技
術・知識や経験を持つ市民や民間組織と連携し、
耐震改修の推進、街なか居住の推進、既存公共
施設の有効利用とユニバーサルデザイン・バリ
アフリー※化を進める。

【市民の役割】（抜粋）

●地震防災マップ等に関心をもち、地震防災の知識習
得に努める。【個人・家庭】

●地域社会の安心・安全な環境づくりに貢献できる人
づくりを積極的に行う。【個人・家庭】

●入居者は積極的に施設の共用部分の清掃など維持管
理に関わる。【個人・家庭】

●市営住宅の運営に協力する。【個人・家庭】

【市役所の役割】（抜粋）

●専門的技術者による開発指導、建築指導を行う。

●高齢者、障害者、低所得者、子育て世帯などに対
する住宅制度について調査研究を行う。

●安心・安全な市営住宅を継続して提供する。

●自治会組織などとの協働による効率的な市営住宅
の運営に努める。

■ 成 果 目 標 と 役 割 分 担
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健全な水道事業経営と安全な水の安定供給
（上水道）

柱7
■ 1 0 年 後 の 地 域 の す が た

健全な経営と水道施設の計画的かつ適正な布
設、改修、維持管理が行われている。
その結果、安全で良質な水道水が安定的に供給
され、市民が安心・安全に暮らしている。

■ 市 役 所 の 使 命

健全な経営と水道施設の整備を行い、安全で良
質な水道水の安定供給を行う。

【市民の役割】（抜粋）

●水道料金を速やかに支払う。【個人・家庭】

●水道料金の支払いに口座振替を利用する。【個人・
家庭】

●限りある資源を有効に活用するため、節水に努め
る。【個人・家庭】【企業】

【市役所の役割】（抜粋）

●水道事業の経営計画を策定する。

●事業計画に基づく財政推計を作成する。

●事務の効率化、収納率の向上に努める。

●給水管※や配水管※の情報を管理するシステムを確
立し、それに基づく維持管理を行う。

●未改良管を計画的に整備する。

●老朽化した両配水場の各設備を更新する。

●両配水場の建物及び配水池の耐震診断を行い、耐
震化を図る。

●地下水を有効利用する。

●市民が水に関心をもつよう、施設見学や広報を通
じて啓発を行う。

■ 成 果 目 標 と 役 割 分 担
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次世代の社会を担う豊かな人間性と学力をもった子どもが育っているとともに、
市民が生涯にわたり学び、それを地域社会に活かしている。

教育分野IV
地域に開かれた快適で安全な学校づくり（学校教育）柱1

■ 1 0 年 後 の 地 域 の す が た

子どもの権利条約に則った教育がめざされ、教
育を受ける機会が均等にあり、個人や地域の実情
に応じた教育が行われている。学校教育活動に関
する情報が適時に家庭や地域に提供され、常に改
善に向けた取り組みが行われており、学校・家庭・
地域がそれぞれの役割を果たし、補完する中で、
児童生徒の健全な育成や安全の確保に積極的に
関わる地域になっている。また、子どもたち一人ひ
とりに応じ、社会性や基礎的な学力・体力が育成
できる教育体制が整っているとともに、学校施設の
耐震化などの施設整備も進んでいる。
その結果、地域に良好な人間関係が広がり、児
童生徒は社会性を身に付け、豊かな心を持って、
いきいきと育っている。

■ 市 役 所 の 使 命

すべての児童生徒が自分の夢をはぐくみ、その
実現をめざし、快適で安全に学習できる学校環
境を整備していく。
給食センターの適切な管理運営と、栄養バラン
スのとれたおいしい給食を安価に提供するとと
もに、食の大切さを児童生徒及び保護者に伝え
ていく。

【市民の役割】（抜粋）

●子どもの行動に関心をもち、家庭での学習や正しい
生活習慣を身につけさせる。【個人・家庭】

●地域の子どもたちに目を向け、見守ったり、あいさ
つを交わしたりしながら、互いの信頼関係を築く。
【個人・家庭】【自治会】

【市役所の役割】（抜粋）

●特別に支援を必要とする児童生徒のために支援職
員を配置し、教育体制を充実させ、共に学び合う
環境を整備する。

●児童生徒がさまざまな社会体験をすることができ
るように、ボランティア活動、福祉体験活動、職
場体験学習などを推進していく。

■ 成 果 目 標 と 役 割 分 担
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将来にわたって活躍できる人づくり（教育環境）柱2
■ 1 0 年 後 の 地 域 の す が た

地域全体で子どもたちを育てる体制が整い、多
くの人が地域のために貢献している。また、子
どもから大人まで望むときに望む教育を受ける
環境が整っているとともに、地域の実情に応じ
た小・中学校に通学できる教育環境が整ってい
る。
その結果、いじめや非行が減少し、子どもたち
が健全に育っている。そして、地域全体が魅力
と活気にあふれ、地域社会の活性化の原動力と
なる新たな人材が育っている。

■ 市 役 所 の 使 命

生涯にわたって学ぶことができる環境を整備
し、地域社会に貢献できる人材を育てていく。
いじめや非行のない社会の実現に向けて相談体
制を整えるとともに健全育成のための啓発を進
めて環境を整備する。

【市民の役割】（抜粋）

●教育に関心をもち、将来の教育について共に考え
る。【個人・家庭】

●自ら考え、行動する力を育んでいく。【個人・家庭】

●教育についての要望を伝えていく。【個人・家庭】

●家庭の中で、子どもたちの様子を気にかける。【個
人・家庭】

●家庭の中だけで問題を抱えこまず、学校、地域、専
門機関などに相談する。【個人・家庭】

●家庭、学校、地域による連携した取り組みにより、
青少年をとりまく環境の浄化と健全育成の啓発活動
を推進する。【個人・家庭】【自治会】【市民団体】
【教育・研究機関】

【市役所の役割】（抜粋）

●子どもから大人までの教育機会を設け、世代・生
活環境にあった教育の場を構築する。

●地域ぐるみの教育の必要性を市民に向け訴えてい
く。

●教育についての市民の要望を受け、対応する。

●いじめ不登校対策として、適応指導教室「You・
輝」※、心の教室相談員※、少年センター相談員配
置事業の充実を図り、相談を受けやすい体制を整
える。

●地域でのボランティア活動や体験活動の情報提供
を行い、青少年の社会性、人間性の育成に努める。

●放課後の子どもたちの安全で健やかな活動場所を
確保するため、学童保育と放課後子ども教室を一
体的、あるいは連携した取り組みに努める。

■ 成 果 目 標 と 役 割 分 担
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生涯を通して能力を伸ばし、活かせる機会づくり
（生涯学習）

柱3
■ 1 0 年 後 の 地 域 の す が た

市民の生涯学習ニーズに対応し、大学などの教
育・研究機関から学習機会や施設などが提供さ
れ、スポーツ団体、学習サークルよる市民の自
発的な学習活動、ボランティア活動が図書館や
公民館、地区の集会所で活発に行われている。男
女共同参画が市民に浸透するように、さまざま
なメディアを活用した啓発活動や講座・イベン
トが開催されている。
その結果、多くの市民が生涯にわたり身近な場
所で学習やスポーツに取り組み、豊かな社会性
と創造性が育っている。また、男女が社会の構
成員としてあらゆる分野の活動に対等に参画し、
協力する社会となっている。

■ 市 役 所 の 使 命

地域の人的、物的資源を活用し、社会変化や時
代のニーズにあった生涯学習を支援する。
知識や能力を持つ人がその能力を活かし、活躍
できる場を提供する。
生涯学習活動のためのリーダーやボランティア
の育成を行う。
男女共同参画が市民に浸透するよう、啓発や学
習活動に努めるとともに環境を整備する。
身近に図書館を利用でき、生涯学習活動に役立
つ資料や情報を入手できるよう図書館を充実す
る。
市民がスポーツに気軽に接し、楽しむことがで
きる機会の充実に努める。

【市民の役割】（抜粋）

●講座、教室などで学んだことを活かすため、リーダ
ーや講師として積極的に活動する。【個人・家庭】

●積極的に図書館を利用するとともに、図書館の催し
物や活動に参加する。【個人・家庭】

●地域のスポーツ団体は、スポーツ大会などに積極的
に参加する。【市民団体】

●家庭の中で夫婦や親子が、家事や育児を助け合う。
【個人・家庭】

●子育て中の男女が働きやすい職場環境を整備する。
【企業】

【市役所の役割】（抜粋）

●生涯学習についての情報が広く市民に伝わりやす
くするための双方向の情報提供の手段を充実する。

●公共図書館、大学図書館と連携したネットワーク
により図書館機能を充実する。

●図書館の広域連携や情報メディアの提供を進め、
サービス・施設を含めた、図書館機能の充実に努
める。

●スポーツやレクリエーションの場を提供する。

●身近な地域で活動できるよう、各体育施設の整
備・充実に取り組む。

●男女共同参画に関する意識の向上のため啓発活動
を行う。

■ 成 果 目 標 と 役 割 分 担
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豊かな、創造性ある文化・交流活動の充実
（文化・交流）

柱4
■ 1 0 年 後 の 地 域 の す が た

各種行事に参加したり、優れた文化芸術を鑑賞
したりする機会が増え、積極的に文化芸術に親
しんでいる。郷土の歴史や文化財の保存などに
関心をもった市民・サークルが、主体的に研究
活動を行っている。また、「市内在住外国人も
同じ江南市民」という多文化共生※の意識が浸透
し、外国人も社会ルールを守って市民生活をし
ている。
その結果、心豊かな文化社会が創造されるとと
もに、文化財や伝統文化が大切に継承され、郷
土を愛する心がはぐくまれている。また、安心
して暮らせる「多文化共生※のまち」がつくられ、
国際的な理解度の深い市民が多くなっている。

■ 市 役 所 の 使 命

文化活動が活発に行われるよう、多様な文化芸
術に関する取り組みを進めるとともに、文化団
体を支援育成する。
市の歴史を正しく理解するためのセミナー、講
演会を開催するとともに市内に残されている歴
史資料や歴史民俗資料館の資料を公開した企画
展を開催する。
江南市国際交流協会などとの連携をさらに強
め、在住外国人をサポートする取り組みや多文
化共生※の取り組みに対する支援を行う。
世界平和の重要性の認識や国際情勢の理解をさ
らに市民に浸透させるためのさまざまな国際平
和に関する取り組みを進める。

【市民の役割】（抜粋）

●市民文化会館、公民館などを拠点として、文化芸術
活動を積極的に行う。【個人・家庭】【市民団体】

●文化祭や美術展などの文化的催しに参加し、文化や
芸術に身近に触れる。【個人・家庭】

●郷土の歴史文化に関する企画展や講座に積極的に参
加する。【個人・家庭】

●多文化共生※事業などに参加し、相互理解を深める。
【個人・家庭】

●世界平和に関する催しに参加し、理解を深める。
【個人・家庭】【企業】

【市役所の役割】（抜粋）

●文化芸術活動の場を提供するなど、市民の文化活
動を支援する。

●優れた文化芸術の企画・招致を行う。

●伝統文化の保護と継承に努める。

●市民や歴史民俗資料館が所蔵する歴史資料を活用
した企画展を開催する。

●世界平和の重要性や多文化共生※の必要性を啓発
する。

■ 成 果 目 標 と 役 割 分 担
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市民と市役所との信頼関係のもとに協働型社会が構築されており、
限られた経営資源の中で最大の成果を実現し、効率的で公平かつ適正な
行財政運営が行われている。

経営、企画分野V
地域協働の推進（地域経営）柱1

■ 1 0 年 後 の 地 域 の す が た

市民（個人・家庭）、自治会、市民団体、企業、
教育・研究機関と市役所との信頼関係のもと、
市の将来のすがたや目標を共有するとともに、
それぞれの得意分野で、連携・分担・協働によ
り、地域課題の解決を図りながら、その実現に
向けて協力し合っている。
その結果、地域課題や市民ニーズに対して、地
域のさまざまな主体によってきめ細かく対応が
され、地域全体で地域の価値を高めて市民が満
足している。

■ 市 役 所 の 使 命

協働型社会への転換を図るため、市民が地域づ
くりの主役となり市役所が調整役となるしくみを構
築する。またそのために、ボランティア団体などの
ネットワーク化を図るとともに、地域情報センターな
どの公共施設や地域の集会場を市民活動の拠点
や情報交換の場所として整備する。
自覚と責任を持った住民自治を確立するため、
地域社会の発展に貢献できる人材育成を支援する。
また、市民と市役所の役割を明確にし、市民ニー
ズの把握や情報提供を行う。

【市民の役割】（抜粋）

●市の施策・事業への積極的な参画・協働をする。
【個人・家庭】【自治会】【市民団体】【企業】【教
育・研究機関】

●地域の活動やボランティア活動に積極的に参加す
る。【個人・家庭】【自治会】【市民団体】【企業】
【教育・研究機関】

●地域課題を解決するための公益的活動を行うNPO※

やコミュニティビジネス※を立ち上げる。【個人・家
庭】【市民団体】

●ボランティア団体、NPO※などは、それぞれの活動
内容などの地域情報を受発信し、地域内の情報を共
有する。【個人・家庭】【市民団体】

【市役所の役割】（抜粋）

●市民活動センターなどボランティア、NPO※の活
動拠点を整備する。

●市民協働のグループ立ち上げや活動を支援する。

●協働ガイドラインを策定する。

●ボランティア、NPO※などの参画・協働が必要な
分野、業務の情報を提供する。

●新たな地域自治のしくみをつくる。

●ボランティア団体のネットワーク化や地域情報の
共有化を支援する。

●見やすくわかりやすい広報やホームページにより、
積極的な情報提供に努める。

■ 成 果 目 標 と 役 割 分 担
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戦略的な行政経営の推進（行政経営）柱2
■ 1 0 年 後 の 地 域 の す が た

市役所の各組織が、最大の成果を実現するた
め、明確な目標をもち、限られた経営資源を活
用して行政運営を行っている。また、職員が常
にチャレンジ精神を持ち、最大限の力を発揮し
ている。
その結果、限られた経営資源の中で、最大の成
果を実現し、市民が市役所を信頼している。持
続可能な財政基盤が確保されている。

■ 市 役 所 の 使 命

市役所の各組織が、展望や目標を共有し、使命
を明確にして、与えられた経営資源を活用して
最大の成果をあげる経営のしくみの構築に力を
入れる。そして、それを実現できる経営能力と
リーダーシップを兼ね備えた人材を育成すると
ともに「やる気」を喚起する人事システムを構
築する。また、住民説明会やパブリックコメン
ト※など市民の声を聞く機会を充実させ、施策の
展開や資源配分に反映させる。

【市民の役割】（抜粋）

●住民説明会に参加する。【個人・家庭】

●市役所がどのような行政経営をしているかに関心を
もち、さまざまな機会を通じて意見を述べる。【個
人・家庭】【自治会】【市民団体】【企業】【教育・研
究機関】

●近隣市町と連携して行われる事業に積極的に参加す
る。【個人・家庭】

●市の財政状況に関心を持ち理解を深める。【個人・
家庭】【市民団体】【企業】

●窓口サービスでの職員の資質・対応をチェックす
る。【個人・家庭】【自治会】【市民団体】【企業】

【市役所の役割】（抜粋）

●市民志向、成果主義、市場原理の活用※、組織の
簡素化といったニュー・パブリック・マネジメント※

に基づく行政経営システムを推進する。

●限られた財源の中、選択と集中により事業を展開
する。

●適切な予算編成及び予算執行に努める。

●財政状況をわかりやすく公開する。

●経営能力とリーダーシップを兼ね備えた人材の育
成に力を入れる。

●人材育成のため、多種多様な研修を実施する。

■ 成 果 目 標 と 役 割 分 担
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公平かつ適正な課税・収納（課税・収納）柱3
■ 1 0 年 後 の 地 域 の す が た

税の目的やしくみがわかりやすく説明され、公
平かつ適正な課税・収納が行われている。
その結果、市民は、納税意識が高く、税負担が
公平かつ適正であると感じ、納税の義務を果た
している。

■ 市 役 所 の 使 命

公平かつ適正な課税・収納のための専門的知識
を持った職員を育成し、適正な課税・収納事務
を行う。また、滞納整理体制の強化や納付機会
の拡大などにより、収納率の向上を図る。

【市民の役割】（抜粋）

●税関係の申告を行う。【個人・家庭】【企業】

●自らの課税内容を確認する。【個人、家庭】

●市民は税の目的やしくみを理解し、期限内に納税す
る。【個人・家庭】【企業】

●口座振替を活用し、自主納税する。【個人・家庭】
【企業】

【市役所の役割】（抜粋）

●課税客体※の的確な把握に努め、公平で適正な課
税を行う。

●専門的知識をもった職員を育成する。

●わかりやすく税金の説明をする。

●正確・迅速に証明書の発行をする。

●納税者の利便を図るため、休日でも納税相談や納
付できる日曜市役所をPRし、納税意識を高める。

●滞納管理システムを導入することにより、公平・
公正な徴収事務の効率化を図る。

●口座振替制度の利用しやすい環境の整備や加入手
続きのPRにより、収納率の向上を図る。

●コンビニ収納などにより納税しやすい環境を整備
する。

■ 成 果 目 標 と 役 割 分 担
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効率的かつ円滑な事務管理の推進（行政事務管理）柱4
■ 1 0 年 後 の 地 域 の す が た

個人情報保護のもと、わかりやすい情報公開が
行われている。また、ITなどを活用し、効率的
かつ円滑に事務が執行されている。
その結果、公平かつ適正な事務管理が行われ、
市民は市役所を信頼している。

■ 市 役 所 の 使 命

行政の透明性の確保と説明責任の遂行のため、
適正に市政情報の公開を行う。また、電子自治
体の推進を図るため、ITを活用したシステムの導
入を進めるとともにセキュリティ研修などを実
施して情報セキュリティ対策、個人情報保護の
徹底を図る。
金融情勢の変化を的確に把握し、公金※の安全
かつ有利な運用に努めるとともに、適正な出納
審査に努める。
適正な行政運営のための監査を行うことによ
り、市役所に対する市民の信頼を確保する。

【市民の役割】（抜粋）

●情報公開請求を行う。【個人・家庭】【市民団体】
【企業】

●個人情報保護が適切に行われているか監視する。
【個人・家庭】【市民団体】【企業】

●インターネットを活用して電子申請・届出や施設予
約などを行う。【個人・家庭】【市民団体】【企業】

●公共工事などの入札及び契約が法令などの規定に準
拠して適正に執行されているか監視する。【個人・
家庭】【市民団体】【企業】

●地域で利用している場所については、地域で管理す
る。【個人・家庭】【自治会】

●市政に関心をもち、投票を行う。【個人・家庭】

【市役所の役割】（抜粋）

●積極的に情報公開制度※の普及に努めるとともに
市民に情報の提供を図る。

●個人情報保護に努め、その重要性を啓発する。

●法務事務、文書事務に卓越した職員を育成する。

●電算システムなどを安全かつ適切に運用する。

●市民の利便性向上と事務効率の推進が可能なシス
テムの構築・導入に努め、電子自治体の早期実現
を図る。

●市有財産を適正に管理するとともに、有効活用を
図る。

●経済・市場動向を把握し、柔軟な対応をすること
で、安全かつより有利な資産運用を図る。

●適正な入札や工事の検査を行う。

●適正な出納審査を行う。

●監査などを厳格に実施することにより事務執行が
適正に行われるようにする。

■ 成 果 目 標 と 役 割 分 担
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より開かれた適切な議会運営への支援
（議会運営への支援）

柱5
■ 1 0 年 後 の 地 域 の す が た

議会事務局は、的確な議会運営の支援を行い、
議会は、議事機関としての機能を適切に果たし、
市民にわかりやすい開かれた活力ある議会運営
を行っている。
その結果、市民は、議会の審議等により、市の
施策、事業の経過や進捗状況を把握でき、市政
に関心をもっている。

■ 市 役 所 の 使 命

議事機関としての議会の機能が適切に果たされ
るよう、議会や議員活動を支援する。
議会事務局職員の専門性を高め、議会からの要
請などに的確に対応できる体制づくりに努める。
積極的に市民へ議会情報等を提供することなど
により、市民にわかりやすい開かれた議会運営
への支援をする。

【市民の役割】（抜粋）

●議会活動に対して常に関心をもつように努める。
【個人・家庭】【自治会】【市民団体】【企業】

【市役所の役割】（抜粋）

●議会の議事運営が適切な手続きで行われるよう支
援する。

●議員活動を行う上で、必要な情報の提供を行い、
議員活動の充実が図られるよう支援する。

●議会事務局の職員の専門性を高め、議会からの要
請などに対して的確に対応できる体制づくりに努
める。

●ホームページなどを活用し、積極的に議会情報等
を提供することにより、議会及び議員の活動に対
する市民の関心を高める。

■ 成 果 目 標 と 役 割 分 担
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